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平成16年12月，基本法が制定され，我が国
の犯罪被害者等施策は，新たな段階に進んだ。
それまでも，警察庁，法務省その他の関係
省庁による施策が実施されていたが，これら
の施策は，個別の省庁が時々の課題に対処し
て行ってきたものであり，犯罪被害者等の有
する広範かつ多様なニーズの全般に応え得て
いたわけではなかった。
そのような中，「様々な犯罪が跡を絶たず」，

「国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が
高まっている今こそ，犯罪被害者等の視点に
立った施策を講じ，その権利利益の保護が図
られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み
出さなければならない」（基本法前文）とし
て，平成16年12月，犯罪被害者等の権利利益
の保護を図ることを目的とし，犯罪被害者等
のための施策の基本理念を明らかにして，犯
罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的
に推進するための基本構想を示した基本法が
制定された。
基本法により，政府は，総合的かつ長期的
に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱
等を盛り込んだ基本計画を策定することとさ
れ，平成17年12月，各府省庁が実施すべき施
策を5つの重点課題（①損害回復・経済的支
援等への取組，②精神的・身体的被害の回

復・防止への取組，③刑事手続への関与拡充
への取組，④支援等のための体制整備への取
組，⑤国民の理解の増進と配慮・協力の確保
への取組）に整理した，犯罪被害者等基本計
画（以下「第1次基本計画」という。）が策
定された。
第1次基本計画は，平成22年度末までを計
画期間としていた。同計画については，「お
おむね着実な推進が図られ，一定の成果をあ
げている。特に，『刑事手続への関与拡充へ
の取組』『損害回復・経済的支援等への取組』
については，被害者参加制度の創設，損害賠
償命令制度の創設，犯罪被害給付制度の拡充
など，大幅な制度改正がなされており，大き
な進展が図られた」と評価され（平成22年10
月13日犯罪被害者等施策推進会議決定），平
成23年3月，犯罪被害者等の権利利益の保護
が一層図られる社会を目指し，第2次犯罪被
害者等基本計画（以下「第2次基本計画」と
いう。）が策定された。
現在は，平成27年度末までを計画期間とす
る，第2次基本計画に沿って，関係府省庁に
おいて，各種施策を実施してきているところ
であり，第2章では，第2次基本計画に基づ
き平成25年度に講じた施策について，上記5
つの重点課題ごとに記述する。

損害回復・経済的支援等への取組第１節

	1	 損害賠償の請求についての援助等（基本法第12条関係）

⑴　日本司法支援センターによる支援
【施策番号1※1】

ア　日本司法支援センター（通称：法テラ
ス）では，民事法律扶助業務として，経済

的に余裕のない方が民事裁判等手続を利用
される際に，収入などの一定の条件を満た
すことを確認した上で，無料で法律相談を
行い，必要に応じて弁護士・司法書士の費

犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況第2章

※1　第2次犯罪被害者等基本計画（P160）との対応状況を明らかにするために付したもの。
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用の立替えを行っている（日本司法支援セ
ンターホームページ「法テラスの目的と業
務（民事法律扶助業務）」：http://www.
houterasu.or . jp/houterasu_gaiyou/
mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/）。
犯罪被害者等が，加害者から任意に損害
賠償を受けることができず，弁護士などに
委任して民事裁判等手続を通じて損害賠償
を求める必要があるものの，弁護士費用な
どを負担する経済的な余裕がない場合に
は，民事法律扶助制度を利用することに
よって当該費用が立て替えられ，原則とし
て毎月分割で償還することになるので，経
済的負担が軽減される。また，犯罪被害者
等が，刑事手続の成果を利用して簡易迅速
に犯罪被害の賠償を請求することを可能と
する損害賠償命令制度（平成20年12月1日
施行。制度の概要は，P26【相談先整理番

号44】参照）の利用に当たっても，民事法
律扶助制度を利用して弁護士費用などの立
替えを受けることができる（P26【相談先
整理番号43】参照）。

【施策番号2】
イ　また，犯罪被害者支援の経験や理解があ
るとして弁護士会から推薦を受けている弁
護士を，個々の状況に応じて紹介してお
り，平成26年1月現在，2,671人の弁護士
を紹介用名簿に登載している。平成25年4
月1日から平成26年1月末日までの紹介件
数は1,101件であった。
日本司法支援センターでは，犯罪被害者
等の支援に携わる弁護士によるサービスの
質の向上を目指し，弁護士会や犯罪被害者
支援団体との連携・協力の下，上記紹介用
名簿に登載した弁護士等を対象とした犯罪
被害者支援のための研修を共催している。

日本司法支援センターによる支援

業　　務 平成２0年度 平成２1年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度※

犯罪被害者支援業務

精通弁護士紹介件数 696件 898件 9２9件 877件 1,01３件 1,101件

精通弁護士名簿登載者数 1,５70人
平成２1年４月現在

1,8３9人
平成２２年４月現在

２,0２8人
平成２３年４月現在

２,３6４人
平成２４年４月現在

２,４５４人
平成２５年４月現在

２,671人
平成２6年1月現在

※平成２５年度は，平成２6年1月末現在の速報値である。

提供：法務省

⑵　日本司法支援センターによる支援の
検討及び施策の実施

【施策番号3】
第2次基本計画により，法務省及び日本司
法支援センターにおいて，犯罪被害者等が提
起する損害賠償請求訴訟等の準備及び追行の
過程で，代理人である弁護士等がカウンセ
ラー等を犯罪被害者等との打合せに同席させ
ることに対して，同センターが支援を行うこ
とについて検討を行い，2年以内を目途に結
論を出し，必要な施策を実施するとされたと
ころ，平成26年4月から，支援を受ける要件
を満たす場合に，同センターが実施する民事
法律扶助制度による立替払の対象とすること
とした。

⑶　損害賠償請求制度に関する情報提供
の充実

【施策番号4】
警察庁において，「被害者の手引」（P91【施
策番号170】参照）などにより，損害賠償請
求制度の概要などについて，紹介している。
法務省において，犯罪被害者等向けパンフ
レット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者
等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に
遭遇したら」により，損害賠償請求に関し刑
事手続の成果を利用する制度（損害賠償命令
制度）について紹介している（P75【施策番
号117】参照）。
損害賠償命令制度については，平成25年12
月末までに1,257件の申立てがあり，そのう
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ち1,196件が終局した。その内訳は，認容が
607件，和解が219件，終了（民事訴訟手続へ
の移行）が152件，取下げが140件，認諾が46
件，却下が19件，棄却が4件，放棄が1件な
どである※2。
また，これまで，多くの検察庁において，

「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支
給に関する法律」に基づき，没収・追徴され
た犯罪被害財産を被害者に被害回復給付金と
して支給するための手続である「犯罪被害財
産支給手続」（P26【相談先整理番号44】参照）
を行っている。

犯罪被害財産支給手続の状況

支給手続開始決定件数 開始決定時給付資金総額

平成２1年 1２件 1億9５1万6,３6５円

平成２２年 1２件 7,89２万５,7４３円

平成２３年 1４件 ２億60４万1,619円

平成２４年 ２３件 ３億9,871万6,097円

提供：法務省

⑷　刑事和解等の制度の周知
【施策番号5】

法務省において，刑事和解の制度（P26
【相談先整理番号44】参照）について解説し
た犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害
者の方々へ」により，周知を図っている
（P75【施策番号117】参照）。また，検察官
に対しても，会議や研修などの機会を通じて
刑事和解等についての理解を深めさせてお
り，検察官が犯罪被害者等に対して適切に情
報提供できるよう努めている。
この制度による申立てが公判調書に記載さ
れた延べ数は，制度導入（平成12年11月）以
降25年までの間に580件であり，うち25年は
29件であった。

刑事和解制度の状況

年　次 事 例 数

平成２1年 ４6

平成２２年 ３４

平成２３年 ３0

平成２４年 ３8

平成２５年 ２9

（注）
1　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
２�　高等裁判所，地方裁判所及び簡易裁判所における被告人と被害者
等の間で成立した民事上の争いについての合意内容を公判調書に記
載した事例数である。

提供：法務省

⑸　保険金支払の適正化等
【施策番号6】

ア　国土交通省において，自賠責保険に関し
て，死亡等重要事案の支払審査のほか，保
険会社等による被害者等に対する情報提供
措置の義務付け，保険会社等への立入検査
（平成24年度実績：65個所）や重要事案の
審査（平成24年度届出件数：92,296件）に
伴う指示等を通じて保険金支払の適正化を
図っている。また，自賠責保険金の支払い
等に関する紛争処理のため，「自動車損害
賠償保障法」に基づく指定紛争処理機関で
ある，一般財団法人自賠責保険・共済紛争
処理機構（http://www.jibaiadr.or.jp/）に
対し，紛争処理業務に要する経費の一部を
補助している。同機構では，被害者等から
の紛争処理申請に基づき，弁護士や医師な
どが支払内容に関する審査・調停を行って
いる（P15【相談先整理番号18】参照）。
平成24年度の紛争処理件数は，894件と
なっている。

【施策番号7】
イ　金融庁において，被害者に直接保険金等
が支払われる場合も含め，契約に基づく保
険金等の支払が適切に行われるように，
「保険会社向けの総合的な監督指針」（平成
17年8月12日策定）等に基づき，各保険会
社における保険金等支払管理態勢整備につ
いての検証を行っているほか，苦情・相談

※2　最高裁判所事務総局の資料による。
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として寄せられる情報を活用して，保険会
社の検査・監督を行っている（P30【相談
先整理番号55】参照）。

【施策番号8】
ウ　国土交通省において，自動車事故に関す
る法律相談，示談あっせん等により被害者
等が迅速かつ適切な損害賠償を受けられる
よう，公益財団法人日弁連交通事故相談セ
ンター（http://www.n-tacc.or.jp/）に対
して支援を行っている。平成24年度は，相
談所を全国169か所（うち39か所で示談
あっせんを実施），延べ8,168日開設し，
38,118件の事故相談を無料で受け付けたと
ころである（P14【相談先整理番号17】参
照）。

【施策番号9】
エ　政府保障事業（P15【相談先整理番号
19】参照）における平成24年度の損害てん
補件数は1,680件であった。

⑹　受刑者の作業報奨金を損害賠償に充
当することを可能とする制度の十分な
運用

【施策番号10】
法務省において，「刑事収容施設及び被収
容者等の処遇に関する法律」（平成17年法律
第50号）に基づき，犯罪被害者等への損害の

てん補を図っている。
本制度は，受刑者が釈放前に作業報奨金の
支給を受けたい旨の申出をした場合，その使
用目的が犯罪被害者等に対する損害賠償への
充当など相当なものと認められるときは，支
給時における報奨金計算額に相当する金額の
範囲内で，申出の額の全部又は一部の金額を
支給し，当該受刑者が犯罪被害者等への損害
賠償等に充当するものである。
この制度を十分に運用するため，刑執行開
始時における指導などの際に告知しているほ
か，居室内に整備している所内生活心得など
の冊子に記載して，引き続き周知を図ってい
る。

⑺　暴力団犯罪による被害の回復の支援
【施策番号11】

警察においては，暴力団犯罪の被害者等に
対して，都道府県センターや弁護士会と連携
し，暴力団情報の提供や訴訟関係者の保護対
策などを実施することにより，暴力団員を相
手方とした民事訴訟を支援している。
平成25年中に警察などが支援した暴力団関
係事案に係る民事訴訟件数は54件，援助の措
置件数は104件である（P16【相談先整理番
号22】参照）。

	2	 給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）

⑴　現行の犯罪被害給付制度の運用改善
【施策番号12】

警察庁において，都道府県警察に対して，
パンフレット，ポスター，インターネット上
のホームページなどを活用して犯罪被害給付
制度（以下「犯給制度」という。制度の概要
は，P27【相談先整理番号46】参照）の周知
徹底を図るとともに，犯給制度の対象となり
得る犯罪被害者や遺族に対しては，犯給制度
に関して有する権利や手続について十分な教
示を行うよう指導している。また，犯給制度
の事務担当者を対象とした会議を開催するな

どして，迅速な裁定など運用面の改善を指導
している。平成25年度における犯罪被害者等
給付金の裁定金額は，約12億3,300万円となっ
た。また，平成25年度の平均裁定期間（申請
から裁定までに要した期間）は6.8月であっ
た（第2次基本計画が策定された平成22年度
は7.4月）。
今後も，都道府県警察に対して，犯給制度
の周知徹底，迅速な裁定など運用面の改善を
指導していく。


